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1計画策定の目的

「第３期障がい者支援計画」は、障害者基本法に基づく「障がい者福祉計画」、障害者総合支援

法に基づく「障がい福祉計画」及び児童福祉法に基づく「障がい児福祉計画」の３つの法定計画を

一体的に策定するもので、「第２期障がい者支援計画」における取組状況等を踏まえ、また、国や

北海道における障がい施策と連携を図りながら、本市における障がい施策を総合的かつ計画的

に推進することを目的に策定するものです。

2計画の基本理念

「障がいのある人もない人も互いに人格と個性を尊重し、支え合いながら生活できる地域社会

の実現」を目指すことを本計画の基本理念とします。

3障がい者の状況

平成２７年度から令和元年度までの５年間で、身体障がい者手帳の所持者数は４８人減少して

いますが、療育手帳の所持者数は１０４人、精神障がい者保健福祉手帳の所持者数は１１１人そ

れぞれ増加しています。三障がいの合計では、１６７人の増加となっています。人口に占める手帳

所持者の割合は０．７ポイント増加しています。

【障がい者手帳所持者数の推移（児童含む）】 各年度３月末現在（単位：人）

2,473 2,438 2,421 2,405 2,425

354 383 439 445 458
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4障がい者施策

障がい者施策については、次の計画体系により基本的方向を定めています。

１ 障がいへの理解の促進

１．障がいへの理解と福祉のまちづくりの推進

２．差別の解消と権利擁護の推進

２ 生活支援の充実

３ 保健・医療の充実

１．生活支援体制の整備

２．障がい福祉サービスの利用等による生活支援

３．ボランティアの育成と活動の充実

１．障がいの原因となる疾病等の予防（一次予防）

２．障がいの早期発見・早期治療（二次予防）

３．適切な保健・医療の充実（三次予防）

４．難病施策の充実

【施策の基本的方向】

・障がいのある人もない人も互いに人格と個性を尊重できるよう、障がいへの理解を深めるた

めの啓発や交流を促進します。

・障がいを理由とする差別の解消や権利擁護に関する理解の促進を図るため、市民に対して、

正しい知識や各種制度の普及啓発を行います。

【施策の基本的方向】

・安心して相談でき、可能な限り希望する生活を選択できるよう、関係機関との連携を強化し、

相談支援体制の充実に努めます。

・ニーズや障がいの状況に応じて、適正なサービス給付に努めます。

・ボランティア活動が積極的に展開されるよう、障がいへの理解と関心を高める取組を実施する

など、環境づくりに努めます。

【施策の基本的方向】

・市民一人ひとりが主体的に健康づくりに取り組む意識の醸成を図り、健康づくりを推進します。

・障がいや疾病の早期発見、早期治療及び早期療育のため、各種の健康診査や検診の受診を

勧奨し、事後指導の充実に努めます。

・障がい福祉サービスの利用等の周知や、自立支援医療等の医療費の公費負担制度の周知

に努めます。
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６ 社会参加の促進

４ 療育・教育の充実

５ 就労支援の充実

１．療育・幼児教育の充実

２．教育施策の充実

３．福祉教育の推進

１．障がい者雇用・就労支援の充実

２．福祉的就労への支援

１．社会参加の促進

２．スポーツ・レクリエーション・文化活動の推進

【施策の基本的方向】

・特性に応じた適切な支援ができるよう、保健、医療、福祉、教育等の関係機関と連携強化を

図り、療育体制の充実に努めます

・特別支援教育に関する校内委員会や特別支援教育コーディネーターを中心に、一人ひとり

の教育的ニーズに応じた教育支援計画・指導計画に基づき、適切な指導や支援に努めます。

・いのちの尊さや思いやりの心を培い「ともに生きる力」を育むことを目的とした福祉教育を推

進し、福祉豊かな地域共生社会の実現をめざします。

【施策の基本的方向】

・障がい者雇用を促進するため、ハローワーク（公共職業安定所）等の関係機関と連携して啓

発活動を推進します。

・就労継続支援等の障がい福祉サービスの給付により、一般就労に向けた支援を行います。

【施策の基本的方向】

・あらゆる分野の活動に参加できるよう、障がい者団体や支援団体の支援に努めます。

・心豊かな生活を送ることができるよう、スポーツ、レクリエーション及び文化活動を行う関係団

体の支援や参加機会の拡充に努めます。
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７ 生活環境の整備

８ 情報提供の充実

１．障がいのある人にやさしいまちづくりの推進

２．住宅・生活環境の整備

３．道路・公園施設の整備

４．移動・交通安全対策の充実

５．防災・安全対策の充実

６．ユニバーサルデザインの普及啓発

７．感染症対策の推進

１．情報提供の充実

【施策の基本的方向】

・日常生活の支援と社会参加を促進するため、バリアフリー化の推進を図り、障がいのある人

に配慮した公共施設の整備・改修に努めます。

・自立に配慮した住宅・生活環境の整備に努めます。

・利用に配慮した道路・公園等の整備に努めます。

・安全かつ身体的に負担の少ない方法で自由に行動できるよう、移動や安全に配慮した支援

や環境整備に努めます。

・障がい特性に配慮した防災体制の構築を推進するとともに、防災知識の普及など市民の防

災意識の向上に努めます。

・ユニバーサルデザインの考え方や製品などを普及するため、市民や事業者への啓発に努め

ます。

・的確かつ迅速に、感染予防や感染拡大防止に関する情報を提供し、障がいのある人やその

家族が感染した場合には、障がい特性に配慮した対応がされるよう関係機関と連携しながら

支援に努めます。

【施策の基本的方向】

・障がいの種別や特性に配慮し、情報提供の機会の拡大と内容の充実に努めます。
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地域生活支援拠点連携会議を開催し、医療機関や障がい福祉サービス事業所と連携

しながら地域の社会資源を有効に活用して支援できるよう、地域生活支援拠点が有す

る機能の充実・強化を図ります。

5令和５年度の数値目標の設定

項 目 目標値等

令和５年度末までの施設から地域生活への移行者数 ３人

令和５年度末までの施設入所者減少数 ２人

項 目 目標値等

保健、医療、福祉関係者による協議の場の開催回数 年２回

保健、医療、福祉、介護、当事者、家族等の関係者ごとの参加

者数

保健：１人、医療：２人

福祉：５人、当事者：１人

保健、医療、福祉関係者による協議の場における目標設定及び

評価の実施回数 年１回

項 目 目標値等

地域生活支援拠点等の設置箇所数 １箇所（設置済）

機能の充実に向けた検証及び検討の実施回数 年１回

１．福祉施設入所者の地域生活への移行

２．精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築の推進

地域の社会資源を活用し、必要な障がい福祉サービス等が提供される体制整備を推

進します。

障害者地域自立支援協議会やその専門部会等において、保健、医療福祉等の関係者

による協議の場を設置し、保健・医療・福祉の連携体制の強化に努めます。

３．地域生活支援拠点等が有する機能の充実

４．福祉施設から一般就労への移行

就労移行支援事業及び就労定着支援事業等の推進により、障がいのある人の福祉施設

から一般就労への移行及びその定着を目指します。
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○一般就労移行者数

○就労定着支援事業所利用者数

○就労定着事業所ごとの就労定着率

項 目 目標値等

令和５年度中の一般就労移行者数 ６人

就労移行支援事業における一般就労移行者数 ２人

就労継続支援Ａ型事業における一般就労移行者数 ２人

就労継続支援Ｂ型事業における一般就労移行者数 ２人

項 目 目標値等

令和５年度中の就労定着支援事業利用者数 ４人

項 目 目標値等

令和５年度末の事業所ごとの就労定着率 １００％

項 目 目標値等

令和５年度末の市町村中核子ども発達支援センターの数 １箇所

令和５年度末までに、保育所等訪問支援を利用できる体制の構築 有

令和５年度末の重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所及び

放課後等デイサービス事業所の確保

１箇所

令和５年度末の医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置 有

項 目 目標値等

総合的・専門的な相談支援の実施 有（設置済）

地域の相談支援体制の強化を目的とする会議の開催 年１回

５．障がい児支援の提供体制の整備等

市町村中核こども発達支援センターのぞみ園を中核とした重層的な地域支援体制の

構築を推進します。

６．相談支援体制の充実・強化等

基幹相談支援センターを中核として各種ニーズに対応できるよう、相談支援体制の充

実・強化を図ります。
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6障害者総合支援法に基づくサービスの見込み

○障がい福祉サービス

（１）訪問系サービス

※利用時間数（時間/月）：年間の総量/１２か月

（２）日中活動系サービス

サービス種別 単位
Ｒ１

実績

Ｒ２

見込

Ｒ３

見込

Ｒ４

見込

Ｒ５

見込

居宅介護、重度訪

問 介 護 、 同 行 援

護、行動援護、重

度障がい者等包括

支援

利用時間数（時間/月） 539 560 586 621 646

利用者数（人） 67 71 75 78 82

サービス種別 単位
Ｒ１

実績

Ｒ２

見込

Ｒ３

見込

Ｒ４

見込

Ｒ５

見込

療養介護 利用者数（人） 8 8 8 8 8

生活介護
利用者数（人） 144 143 152 154 156

利用量（人日/月） 2,641 2,642 3,039 3,075 3,111

自立訓練

（機能訓練）

利用者数（人） 0 0 0 0 0

利用量（人日/月） 0 0 0 0 0

自立訓練

（生活訓練）

利用者数（人） 4 5 5 5 5

利用量（人日/月） 38 49 46 46 46

就労移行支援
利用者数（人） 10 10 10 10 10

利用量（人日/月） 75 107 210 210 210

項 目 目標値等

北海道が実施する障がい福祉サービス等の研修への参加人数 年２人

障害者自立支援審査支払等システムでの審査結果の共有回数 年１回

北海道が障がい福祉サービス事業所に対して実施する指導監査結果

の共有

指導監査実施時

７．障がい福祉サービス等の質の向上

サービス事業者や北海道と連携を図ることなどにより、障がい福祉サービス等の質の

向上に努めます。
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※利用量（人日/月）：年間の総量/１２か月

（３）居住系サービス

（４）相談支援サービス

○補装具費の支給

就労継続支援（Ａ型）
利用者数（人） 24 20 20 21 22

利用量（人日/月） 403 361 369 387 405

就労継続支援（Ｂ型）
利用者数（人） 171 176 176 179 182

利用量（人日/月） 2,637 2,844 2,844 2,889 2,934

就労定着支援 利用者数（人） 8 9 10 10 10

短期入所

（医療型・福祉型）

利用者数（人） 14 14 15 15 15

利用量（人日/月） 47 46 52 52 52

サービス種別 単位
Ｒ１

実績

Ｒ２

見込

Ｒ３

見込

Ｒ４

見込

Ｒ５

見込

自立生活援助 利用者数（人） 0 0 1 1 1

共同生活援助 利用者数（人） 115 117 120 122 124

施設入所支援 利用者数（人） 75 78 74 73 72

宿泊型自立訓練
利用者数（人） 2 2 3 3 3

利用量（人日/月） 61 61 90 90 90

サービス種別 単位
Ｒ１

実績

Ｒ２

見込

Ｒ３

見込

Ｒ４

見込

Ｒ５

見込

計画相談支援 利用者数（人） 416 434 452 468 482

地域移行支援 利用者数（人） 0 0 1 1 1

地域定着支援 利用者数（人） 11 13 14 15 16

サービス種別 単位
Ｒ１

実績

Ｒ２

見込

Ｒ３

見込

Ｒ４

見込

Ｒ５

見込

義手・義足 支給件数（件） 9 4 9 9 9

装具 支給件数（件） 39 25 51 51 51

車椅子（座位保持装置） 支給件数（件） 76 21 69 71 73

電動車椅子 支給件数（件） 6 8 9 9 9

その他 支給件数（件） 26 7 35 35 35
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7児童福祉法に基づくサービスの見込み

障がい児通所支援

※利用量（人日/月）：年間の総量/１２か月

8地域生活支援事業の見込み

１．必須事業

サービス種別 単位
Ｒ１

実績

Ｒ２

見込

Ｒ３

見込

Ｒ４

見込

Ｒ５

見込

児童発達支援
利用者数（人） 66 55 57 54 50

利用量（人日/月） 184 145 144 139 125

医療型児童発達支援
利用者数（人） 0 0 0 0 0

利用量（人日/月） 0 0 0 0 0

放課後等デイサービス
利用者数（人） 119 127 137 140 147

利用量（人日/月） 686 714 758 777 805

保育所等訪問支援
利用者数（人） 11 10 15 15 15

利用量（人日/月） 13 20 30 30 30

居宅訪問型児童発達支援
利用者数（人） 0 0 0 0 0

利用量（人日/月） 0 0 0 0 0

障がい児相談支援 利用者数（人） 171 182 194 193 199

医療的ケア児に対する

関連分野の支援を調整

するコーディネーターの

配置数

配置数（人） 1 1 1 1 1

サービス種別 単位
Ｒ１

実績

Ｒ２

見込

Ｒ３

見込

Ｒ４

見込

Ｒ５

見込

理解促進研修・啓発事業 実施の有無 有 有 有 有 有

障がい者相談支援事業 箇所数 1 1 1 1 1

基幹相談支援センター 設置の有無 有 有 有 有 有

住宅入居等支援事業
利用者数 0 0 0 0 0

事業所数 1 1 1 1 1

地域自立支援協議会

設置数 1 1 1 1 1

開催回数 2 4 2 2 3
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２．任意事業

成年後見制度利用支援

事業
実施の有無 有 有 有 有 有

成年後見制度法人後見

支援事業
実施の有無 有 有 有 有 有

手話通訳者派遣事業 利用件数 53 50 50 50 50

手話通訳者設置事業 設置人数 1 1 1 1 1

介護・訓練支援用具 件 1 1 5 5 5

自立生活支援用具 件 6 11 5 5 5

在宅療養等支援用具 件 10 7 10 10 10

情報・意思疎通支援用具 件 10 7 7 7 7

排せつ管理支援用具 件 1,576 1,658 1,726 1,806 1,885

居宅生活動作補助用具 件 1 2 2 2 2

手話奉仕員養

成研修

入門過程 修了者数 5 5 5 5 5

基礎過程 修了者数 2 2 5 5 5

移動支援事業
利用者数 16 14 15 15 15

延時間数 463 406 435 435 435

障害者地域活動支援

センター

箇所数 1 1 1 1 1

利用者数 41 41 42 42 42

サービス種別 単位
Ｒ１

実績

Ｒ２

見込

Ｒ３

見込

Ｒ４

見込

Ｒ５

見込

訪問入浴サービス事業 利用者数 5 3 4 4 4

日中一時支援事業 利用者数 7 6 6 6 6

重度障がい児入浴サービス

事業
利用者数 2 3 3 3 3

点字・声の広報等発行事業
実施の

有無
有 有 有 有 有




